
船舶事故等調査報告書 

平成２３年７月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０仙第４８号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年５月２１日 １４時５５分ごろ 

発生場所 新潟県村上市寝屋
ね や

港北防波堤灯台から真方位３２１°３.９海里（Ｍ）付

近（概位 北緯３８°３２.２′ 東経１３９°２７.４′） 

事故等調査の経過  平成２２年６月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油送船 栄山
えいざん

丸、７４８トン 

   １３４８８０、日宝商船有限会社 

Ｂ 漁船 福寿
ふくじゅ

丸、５.９トン 

   ＮＧ２－２１１６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級海技士（航海） 

Ａ 二等航海士Ａ、六級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾外板に擦過傷 

Ｂ 船首外板に亀裂、圧損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ及び二等航海士Ａほか３人が乗り組み、二等航海士Ａが

船橋当直に就き、もやで視程が約１Ｍになった状況下、山形県鶴岡市鼠
ねず

ケ
が

関
せき

港沖を約１０ノット（kn）の速力で北進中、Ｂ船を左舷船首方に視認し

た。 

二等航海士Ａは、左舷船首方から右方に横切るＢ船を視認したが、Ｂ船

に対する警告信号を行わなかった。 

二等航海士Ａは、Ｂ船の方位がほとんど変わらずに左舷船首の間近に接

近したので、小舵角で右転したが、平成２２年５月２１日１４時５５分ご

ろ、鼠ケ関港沖において、Ａ船の左舷船尾とＢ船の船首とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、村上市寝屋漁港北西方の漁場から同

漁港に向かい、約５knの速力で南東進した。 

船長Ｂは、先行する僚船のほかに周囲に他船はいないものと思い、船尾

甲板で漁獲物の整理を行っていたところ、衝撃を受けて衝突したことを知

り、船名を確認して自力で寝屋漁港に帰港した。 

Ａ船の所属漁業協同組合は、Ａ船から事故発生の連絡を受け、海上保安

部に通報した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視程 約１Ｍ  

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 ほぼ低潮時 

特記事項：佐渡沖には濃霧注意報が発表されていた。 

 その他の事項  船長Ａは、休息中であり、衝撃音を聞いて昇橋し、Ｂ船と衝突したこと

を知った。 

 船長Ｂは、レーダーのレンジを１.５Ｍとしていたが、レーダーを見ず



 に先行していた僚船だけを見た。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は北進中、Ｂ船は南東進中、鼠ケ関港沖に

おいて、両船が衝突したものと考えられる。 

二等航海士Ａは、左舷船首方から右方に横切っ

て接近するＢ船を視認したが、警告信号を行わな

かったものと考えられる。 

Ａ船は、警告信号を行っていれば、Ｂ船がＡ船

に気付き、本事故の発生を回避できた可能性があ

ると考えられる。 

船長Ｂは、先行する僚船のほかに周囲に他船は

いないものと思い込み、船尾甲板での漁獲物の整

理を行い、見張りを行っていなかったものと考え

られる。 

原因 本事故は、鼠ケ関港沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が南東進中、二等

航海士Ａが左舷船首方から右方に横切って接近するＢ船に対して警告信号

を行わず、また、船長Ｂが見張りを行っていなかったため、両船が衝突し

たことにより発生したものと考えられる。 

 




